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第６章 舗 装 工

アスファルト舗装，セメントコンクリート舗装，プラント再生舗装，及び転圧コンクリート舗装の設計は下記によ

るものとし，詳細については「アスファルト舗装要綱 （ 「セメントコンクリート舗装要綱 （ 「プラン」 ） 」 ）H4.12 S59.2

ト再生舗装技術指針 （ ）及び「転圧コンクリート舗装技術指針（案 （ ）により設計するものとする。」 ）」H4.12 H2.11

６－１ 設 計 一 般

舗装工種は，道路の性格，地域条件，自動車交通量等を考慮し，選定しなければならない。また，選定後は各種要

綱に基づいて設計するものとする。なお，各要綱の総説は次のとおりである。

１．アスファルト舗装要綱

この要綱は簡易舗装，表面処理を除いた主として加熱混合式工法による表層をもったアスファルト舗装を取り扱っ

ている。設計の基本的な考え方は，大型自動車交通量を５ｔ輪荷重の輪数に換算し，舗装の耐用年数を１０年と考え

た時の５ｔ輪荷量換算総輪数を求め，これと，路床土の設計ＣＢＲより，加熱混合物換算舗装厚（ＴＡ）を決定する

ものである。また，舗装の構造は加熱混合物よりなる層と，上層路盤，下層路盤より構成される。

２．セメントコンクリート舗装要綱

この要綱はセメントコンクリート舗装の設計及び施工の標準を示してある。設計の基本的な考え方は，路盤厚とコ

ンクリート版の厚さに大別される。路版厚は路床の支持力係数あるいは設計ＣＢＲを基にして設計する。コンクリー

ト版の厚さの設計は供用開始後２０年間の交通に耐えることを目的として，コンクリート版の縦縁部の輪荷重応力及

。 ， 。び温度応力の両方を考慮して行う 設計 施工の標準化を図るために交通量の区分に応じて標準の厚さを定めている

３．プラント再生舗装技術指針

舗装の補修工事で発生する材料（舗装発生材）等を再生して道路舗装に利用する工法のうち，適切に処理すること

ができる定置式の混合所を使用して基層，表層用アスファルト混合物あるいは路盤材として再生利用を図るプラント

再生舗装工法に関する技術的な標準を示してある。

舗装の構造設計及び再生材の品質は，要綱等に適合することを原則とし，これに応じて再生材を用いた場合の等値

換算係数ならびに適用についても新しい材料のみを用いた場合と同等に扱われる。

したがって再生加熱アスファルト混合物は，Ｄ交通区分の道路を含めたすべての道路舗装に適用できる。

４．転圧コンクリート舗装技術指針（案）

通常のコンクリート舗装に用いられるコンクリートよりも著しく単位水量を減らした硬練りのコンクリートを，ア

スファルトフィニッシャなどで路盤上に敷ならし，これを振動ローラ，タイヤローラなどを使って転圧，締固めを行

い，コンクリート版とする舗装である。

， ， 。この舗装は 路盤と転圧コンクリート版から構成され 大型車交通量の区分と路床の支持力を基にして設計を行う

， ， ， 。転圧コンクリート舗装の採用にあたっては 箇所 条件を適切に選定し その特徴を十分生かすことが重要である

５．排水性舗装技術指針（案）

空隙率の高い多孔質なアスファルト混合物（以下，排水性構造物）を表層または表層と基層に用い，排水性混合物

層の下に不透水性の層を設けることにより，排水機能層に浸透した水が不透水性の層の上を流れて排水処理施設に速

やかに排水され，路盤以下へは水が浸透しない構造としたものである。また，低騒音効果も期待できるものである。

本指針（案）対象外に，空隙率の高いアスファルト混合物を用い，路盤以下へ水が浸透する構造とした舗装として

透水性舗装がある。

第６章 舗装工
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６－２ アスファルト舗装（アスファルト舗装要綱による舗装）

１．構造設計の考え方

舗装構成の名称及び，構造設計の具体的な手順は下図のとおりである。

（ アスファルト舗装要綱 ）図６－１ アスファルト舗装の構成と各層の名称 H4.12 P.5

（ アスファルト舗装要綱 ）図６－２ 舗装の構造設計の流れ H4.12 P.5

２．設計交通量のとらえ方

交通量の推定は，設計期間（原則として１０年とする。一方向３車線以上の多車線道路においては，道路の交通状

況に応じてその交通量の７０％までの範囲で低減した値とできる ）における平均の大型車交通量（台／日・方向）。

による方法で行う。

設計に用いる大型車交通量は，原則として下式により推定する。

大型車交通量：Ｔ＝

Ｔｉ：ｉ年における大型車交通量（台／日・方向）

ａｉ：当初の交通量（Ｔ１）に対するｉ年後の交通量の伸び率

ｎ：設計期間（原則としてｎ＝１０年）

第６章 舗装工
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第６章 舗装工

１）昼夜率

県道（主要地方道・一般県道）の昼夜率は，下表によることを標準とする。

なお，国道の昼夜率については，別途担当課と協議のうえ決定するものとする。

表６－１ 昼夜率

沿道状況 乗用車類 大型車類 自動車類合計

主 要 一 般 主 要 一 般 主 要 一 般

1.38 1.21 1.19 1.09 1.35 1.20ＤＩＤ地区

1.32 1.32 1.26 1.26 1.28 1.28その他市街部

1.33 1.27 1.16 1.04 1.28 1.19平 地 部

1.19 1.26 1.20 1.04 1.18 1.17山 地 部

２）交通量伸び率

交通量伸び率は，次表によることを標準とする。

表６－２ 将来走行台キロ

表６－３ 年次別交通量伸び率
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３．設計交通量の決定

構造設計に用いる設計交通量は，設計期間における平均の１日１方向あたりの大型車交通量とし，下表に示すよう

に区分する。

表６－４ 設計交通量の区分

（ アスファルト舗装要綱 ）H4.12 P.18

４．路床の評価

予備調査及びＣＢＲ試験の結果より，区間のＣＢＲ及び設計ＣＢＲを以下のようにして定める。

１）路床が深さ方向に異なるいくつかの層をなしている場合には，その地点のＣＢＲは路床面以下１ｍまでの各層の

ＣＢＲを用いて，次式によって求まる値（ＣＢＲｍ）とする。

２）均一な舗装厚で施工する区間を決定し，この区間の中にあるＣＢＲｍのうち，極端な値を除いて，次式により区

間のＣＢＲを求める。

区間のＣＢＲ＝各地点のＣＢＲの平均値－各地点のＣＢＲの標準偏差（σｎ－１）

３）設計ＣＢＲは，区間のＣＢＲから下表により求める。

表６－５ 区間のＣＢＲと設計ＣＢＲの関係

（ アスファルト舗装要綱 ）H4.12 P.23
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５．路床の構築

路床の構築とは，目標とする路床の支持力を設定し，路床改良の工法選定を行うほか，その支持力を設計期間維持

することができるよう排水構造や凍結・融解に対する対応を行うことをいう。

路床の設計と構築する場合の手順と軟弱路床対策の設計例を下記に示す。

軟弱路床対策（置換工法，安定処理工法等）を講じた場合，舗装厚決定のため再度ＣＢＲを決定するものとする。

図６－３ 路床の設計手順

（ アスファルト舗装要綱 ）H4.12 P.28

１）盛土でカバーできる場合

盛土施工箇所で，盛土材（流用土の場合は切土する山，採取土の場合は土取場において）の試料を採取してＣＢＲ

試験を行い，その値の盛土材を盛土することによって設計ＣＢＲが３以上となるよう設計する。この場合，下部２０

㎝の部分は在来路床のＣＢＲ値を採用する。

なお，自工区内流用土以外は，他工区の発生土の再利用を推進する必要があることから，盛土材のＣＢＲを特定す

ることが困難である。よって，舗装構成の設計は，路床設計ＣＢＲを３として設計することを標準とする。
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図６－４

２）軟弱路床処理（盛土でカバーできない場合）

① 置換工法

路床にあたる部分を良質な土で置き換えて設計ＣＢＲが３以上になるよう設計する。この場合，置き換えた層の

下から厚さ２０㎝の部分は在来路床土の試料によるＣＢＲ値を採用し設計する。

図６－５

② 安定処理工法

路床にあたる部分を石灰またはセメントなどで安定処理し，設計ＣＢＲが３以上になるよう設計する。この場合

安定処理した層のうち下から厚さ２０㎝にあたる部分は，安定処理した層のＣＢＲと在来路床土の試料によるＣＢＲ

の平均値をとって設計する。

図６－６
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３）盛土と軟弱地盤対策の組合せ例

盛土だけではカバーできなく，路床処理（置換，安定処理工法）との組合せ例を次に示す。

近くて良質な盛土が採取できず，ＣＢＲ８の盛土材しか持ってこれない場合

図６－７

この場合在来路床を３０㎝置換（置換工法）してやると，

図６－８

４）軟弱路床処理幅

路床ＣＢＲの改良のため，置換工法及び安定処理工法を行う場合の改良幅は，切土，盛土いずれのケースでも，処

理幅は下図のように下層路盤の下幅と合わせるものとする。

図６－９
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５）その他

① 上記１ ，２）で路床改良した層の上限は２０とする。）

② 舗装構造を短区間で変えることは，施工が繁雑となるので好ましくない。延長２００ｍ区間は同一構造とする

ことが望ましい。

③ 設計ＣＢＲはアスファルト舗装で，３を目標とする （転圧コンクリートにおいては４を目標とする ）。 。

６．舗装の構造設計

構造設計では交通条件，路床条件，気象条件，材料条件及び経済性を考慮して，各層が力学的にバランスのとれた

構造を決定する。

舗装の構造設計の具体的な手順を示すと下記のとおりである。

（ アスファルト舗装要綱 ）図６－１０ 構造設計の具体的な手順 H4.12 P.28

１）一 般 部

① 一般部の舗装厚さにあたっては，路床の設計ＣＢＲと設計交通量の区分に応じて，下表から定まるＴＡを

下回らないように舗装の各層の厚さを決定する。なお，交通区分がＬ，Ａ，Ｂ，Ｃ交通で，かつ，設計ＣＢ

Ｒが３～４については，標準舗装構成によることを標準する。
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表６－６ 等値換算係数

（ アスファルト舗装要綱 ）H4.12 P.33

（ ）表６－７ 目標とするＴＡ cm

（ アスファルト舗装要綱 ）H4.12 P.29
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表６－８ アスファルト標準舗装構成（一般部）

② 路床を設計ＣＢＲで評価できない場合，あるいはサンドイッチ舗装工法やコンポジット舗装工法などを採

用する場合のようにＴＡ法による舗装の構造設計が適当でないと判断される場合は，ＴＡ法によらない舗装

の構造設計法を採用する （多層弾性理論を用いた設計方法については，アスファルト舗装要綱に準ずるも。

のとし，その使用にあたっては別途担当課と協議のうえ決定するものとする ）。

③ 寒冷地域の舗装では，凍結深さから求めた必要な置換え深さと舗装の厚さとを比較し，もし置換え深さが

大きい場合は，路盤の下にその厚さの差だけ，凍上の生じにくい材料の層を設ける。

この部分を凍上抑制層と呼び，路床の一部と考えるとともにＴＡの計算には含めない。

④ 置換え材料は，切込砂利，山砂利，砂，岩ずり，切込砕石等で，次の条件を満足するものとし，経済性を

考慮し決定するものとする。

切込砂利，山砂利 全資料について０．０７４㎜ふるいを通過する量が９％以下

切込砕石，岩ずり 全資料について０．０７４㎜ふるいを通過する量が４．７６㎜ふるいを通過する

量に対して１５％以下

砂 全資料について０．０７４㎜ふるいを通過する量が６％以下

⑤ 凍結深（置換え深さ）

凍結深は，設計凍結深図（別添資料，アスファルト舗装要綱用）から求めるものとする。

なお，設計凍結深図は，次の方法で作成されたものである。

昭和５１～６０年の最大凍結指数から理論最大凍結深さを求め，この理論最大凍結深さの７０％（アスファ

ルト舗装要綱用）の値を凍結深さとして作成。

注） 使用にあたっては，設計凍結深図の「本図表の使用方法及び使用上の注意」に注意すること。

⑥ 最少下層路盤厚

現場の地盤が良質で設計ＣＢＲが表６－８以上を見込める場合は，下層路盤厚を１５㎝を最少とし調整す

る。
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２）岩 盤 部

良質な岩盤部の標準舗装構成は下図によるものとする。

標準舗装構成（岩盤部）

図６－１１ 岩盤部と一般部の舗装組合せ

３）そ の 他

路面は両側の最高水位よりおおむね３０㎝以上高く，排水条件が良好であるものとする。
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６－３ 歩行者系道路舗装

１．概 設

歩道，自転車歩行者専用道路，歩行者専用道路，公園内の道路，広場などの主に歩行者の用に供する道路及び広場

を歩行者系道路とよび，その舗装を歩行者系道路舗装という。

歩行者系道路舗装は，その適用する箇所に応じて一般部とトンネル部に分かれる （橋梁部については６－６橋面。

舗装を参照）

２．歩行者系道路舗装の選定

歩行者系道路舗装の表層材料は，まずその歩行者系道路を含めた周辺環境との関係などを十分に考慮した上で，目

的に合せて選定する。

なお，舗装構造及び使用材料の違いにより歩行者系道路舗装を分類したものを，表６－９に示す。

表６－９ 歩行者系道路舗装の分類

（ アスファルト舗装要綱 ）H4.12 P.174

３．一般部の歩行者系道路舗装

歩行者系道路舗装は，一般に路床，路盤，表層から構成する。

１）舗装構成

舗装構成は，設計区分（区分Ⅰ，Ⅱ）に応じて決定する。

区分Ⅰ：歩行者，自転車の交通に供する歩道，自転車道

区分Ⅱ：歩行者や自転車以外に，最大積載量４ｔ以下の管理用車両や限定された一般車両の通行する歩行者系

道路

注）車両の乗り入れ部や，緊急車両に対する設計については，第７章歩道及び自転車歩行者道を参照。
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① アスファルト混合物による舗装

（イ）一般的な舗装構成

区分Ⅰの場合は，粒状材料を使った厚さ１０㎝の路盤を設け，その上に加熱アスファルト混合物による

厚さ３㎝の層を設ける。

区分Ⅱの場合は，粒状材料を使った厚さ２５㎝の路盤を設け，その上に加熱アスファルト混合物による

厚さ５㎝の層を設ける。

図６－１２ 加熱アスファルト混合物による舗装構成

（ アスファルト舗装要綱 ）H4.12 P.176

なお，石油樹脂（脱色バインダ）を用いた加熱混合物による樹脂系混合物舗装もある。

（ロ）透水性舗装用加熱アスファルト混合物による舗装

。 ， 。一般的な舗装構成を下図に示す なお 路盤面のプライムコートは透水機能を阻害するので施工しない

図６－１３ 透水性舗装用加熱アスファルト混合物による舗装構成

（ アスファルト舗装要綱 参考）H4.12 P.177

② コンクリートによる舗装（トンネル部にも適用）

一般的な舗装構成を下図に示す。なお，路盤上にはアスファルト乳材を散布するか路盤紙を敷く。収縮

目地間隔は，幅員が１ｍ未満の場合は３ｍ，１ｍ以上の場合は５ｍを標準とし，打込み目地とする。膨脹

目地間隔は３０ｍを標準とし，幅員の変化点，切下げ部に設け，突合せ目地とする。

図６－１４ コンクリートによる舗装構成

（ アスファルト舗装要綱 ）H4.12 P.177
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③ コンクリート平板による舗装

一般的な舗装構成を下図に示す。

図６－１５ コンクリート平板による舗装構成

（ アスファルト舗装要綱 参考）H4.12 P.178

④ インターロッキングブロックによる舗装

一般的な舗装構成を下図に示す。

図６－１６ インターロッキングブロックによる舗装構成

（ アスファルト舗装要綱 参考）H4.12 P.178

⑤ タイル等の化粧材による舗装

一般的な舗装構成を下図に示す。

図６－１７ タイルなどの化粧材による舗装構成

（ アスファルト舗装要綱 参考）H4.12 P.178

⑥ 常温塗布式舗装

歩行性，カラー化などを目的として，樹脂系結合材料を用いた常温混合物によるカラー舗装を加熱ア

スファルト混合物あるいはコンクリートによる舗装上に０５～１０㎝の厚さで施工する。. .
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６－４ 基層及び表層用加熱アスファルト混合物に対する特別な対策

概 説

耐流動性，耐摩耗性，すべり抵抗性，耐はく離性など加熱アスファルト混合物が有している性能の一つを特に向上

または改善する必要のある場合，混合物に対して特別な対策を施す。

１）重交通道路における耐流動対策 アスファルト舗装要綱Ｐ１００を参照

２）耐摩耗対策 アスファルト舗装要綱Ｐ１０３を参照

３）はく離防止対策 アスファルト舗装要綱Ｐ１０４を参照

６－５ すべり止め舗装

急坂路，曲線部，踏切などの近接区間や，交差点で歩行者の多い横断歩道の直前などで，特にすべり抵抗性を高め

る必要のある場合には，すべり止め対策を講じる。

なお，すべり止め対策の設計は，次によることとする。

１） 適用地域

適用地域は，急坂部（縦断勾配６％以上の区間）を標準とする。

なお，それ以外の地域で必要と思われる箇所については，別途担当課と協議のうえ決定するものとする。

２） 材料及び配合

６－２ アスファルト混合物選定フローによる。

また，ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルトの標準的性状を下記に示す。

表６－１０ ゴム・熱可塑性エラストマー入りアスファルトの標準的性状

（ アスファルト舗装要綱 参考）H4.12 P.178

６－６ 橋面舗装

構 造

１）車道部の橋面舗装は，原則としてアスファルト舗装とする。なお，舗装構成は２層構 造として，舗装厚は８㎝

を標準とする。また，鋼床版における舗装厚もボルト頭高を考 慮して８㎝とする。
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① コンクリート床版上の基層は，仕上がり厚さや流動性を考慮し密粒度Ａｓ１３を使用する。表層は，耐摩

耗性，耐流動性，すべり抵抗性を考慮して密粒度Ａｓ１３（改質Ⅱ型）を使用する。

② 鋼床版上の基層は，ＨＴボルトヘッド等の凹凸を整正し，隙間なく充填するためグースアスファルトを使

用する。グースアスファルトは，不透水性が高いので防水層は設けず，防錆を兼ねた瀝青系（ゴム入り）の

接着材を塗布する。

③ タックコートには，ゴム入りアスファルト乳剤を用い０４Ｌ／㎡の散布を標準とする。.

④ 接着層には，瀝青系（ゴム入り）溶接型を用い０４Ｌ／㎡の塗布を標準とする。.

２）歩道部の橋面舗装は，原則としてアスファルト舗装とする。舗装構成は表層に細粒度アスファルト１３Ｆ，舗装

厚３㎝を標準とし，フラットタイプの場合，コンクリート床版には調整コンクリート，鋼床版にはグースアスファ

ルトで５㎝のレベリング層を設ける。

３）コンクリート床版上の舗装構成は下図を標準とする。

図６－１８ コンクリート床版上の舗装構成

４）鋼床版上の舗装構成は下図を標準とする。

図６－１９ 鋼床版上の舗装構成

６－７ プラント再生舗装

１．品質規定

再生材の品質は，原則としてアスファルト舗装要綱等の基準を満足するものとし，その適用や評価は新しい材料の

みを用いた場合と同等とする。

下層路盤，上層路盤に使用する再生材および基層，表層に用いる再生加熱アスファルト混合物の品質は，プラント

再生舗装技術指針（以下指針というＰ７～１１）の規格を満足するものとする。

２．構造設計

， （ ） 。 ，舗装の構造設計に用いる再生材の等値換算係数は 指針 Ｐ１２ の規格を満足するものとする 再生材の品質は

要綱等に適合することを原則としているので，再生材を用いた場合の等値換算係数は新しい材料のみを用いた場合と

同等に扱う。

３．再生材の材料

アスファルトコンクリート再生骨材，再生用添加剤および再生アスファルトの品質は，指針（Ｐ１４～１８）の規
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格を満足するものとする。再生添加剤は，旧アスファルト針入度等の性状を回復させるため添加するものをいい，労

働安全衛生法施行令に規定されている特定化学物質を含まないものとする。

４．配合設計

１）再生路盤材の配合設計

下層路盤および上層路盤に用いる再生路盤材の配合設計は，指針（Ｐ７～１１）の品質ならびに（Ｐ１９～２３）

の粒度範囲を満足するように行うものとする。

２）再生加熱アスファルト混合物の配合設計

再生加熱アスファルト混合物の配合設計は，再生アスファルトの設計針入度に適合するように新アスファルト，再

生用添加剤で調整し，指針（Ｐ２３～２４）の品質を満足するように行うものとする。

設計針入度への調整は，一般に再生骨材を主体とする場合は再生用添加剤で，新しい材料を主体とする場合または

設計針入度よりも高い針入度のアスファルトを用いる場合は新アスファルトで行う。

これらは下図に示す順序に従って行う。

図６－２０ 配合設計のフローシート

（ アスファルト舗装要綱 ）H4.12 P.25
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６－８ 転圧コンクリート舗装

１．舗装本体選定基準

１）改築（改良）系構造を母体とする。

２）Ｂ・Ｐ改良箇所で選定 （現道拡幅系箇所は不可）。

３）設計計画交通量はおおむねＢ交通以上。

４）設計交通量区分がＡ交通であっても，その路線が地域にとって基幹道路となり得るもの。

５）軟弱地盤地帯連続通過箇所（Ｎ値３以下地盤連続箇所）不可。

６）工程（特に施工工期及び時期）に制約の少ない箇所。

７）施工延長おおむね２㎞以上で区間設定ができるもの。

８）施工幅員２車線以上 （４車線以上あれば特に可）。

※選定の際は主務課と協議すること。

２．舗装の構成

転圧コンクリート舗装のコンクリートの版厚は２５㎝以下とする。また，路肩は車道の転圧コンクリート版と一体

として舗設するものとする。なお，コンクリート版の端部の施工で，型枠を使用しない場合には４５～６０度程度の

角度をつけるとよい。また，路肩に側溝などを設置する場合は，これを目地板などを介して型枠の代わりに利用する

ことができる。舗装構成を図６－２１に示す。

図６－２１ 転圧コンクリート舗装の構成（単位：ｃｍ）

（ 転圧コンクリート舗装技術指針（案） ）H2.10 P.5

３．舗装の構造

１）路 床

転圧コンクリート舗装を適用する箇所の路床は，良好な支持力が得られるように構築しなければならない。

路床の支持力は，設計ＣＢＲで４相当以上とすることが望ましい。路床の支持力が不十分な場合は路床改良を行う

必要がある。

２）路 盤

。 （ ） ，路盤の設計は路床の設計支持力係数または設計ＣＢＲを基にして行う 支持力係数 Ｋ値 を用いて設計する場合

路盤面での支持力係数がＫ ＝２０㎏ｆ／ 以上となるようにする。なお，設計断面例を下表に示す。３０ cm ３
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表６－１１ 転圧コンクリート舗装設計断面例（設計基準曲げ強度 ４．５Ｎ/mm2（４５kgf/cm2 ））

（ 転圧コンクリート舗装技術指針（案） ）H2.10 P.7
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表６－１２ 転圧コンクリート舗装設計断面例（設計基準曲げ強度 ５．０Ｎ/mm2（５０kgf/cm2 ））

（ 転圧コンクリート舗装技術指針（案） ）H2.10 P.8

３）転圧コンクリート版

転圧コンクリート版を直接表層に用いる場合の表面は，すべりにくく，すりへりが少なく，また平坦性も良好なも

のとしなければならない。

① 転圧コンクリートの設計基準曲げ強度

転圧コンクリート版を直接表層に用いる場合の転圧コンクリートの設計基準曲げ強度は，原則としてＡ，

Ｂ交通においては４５㎏ｆ／㎝ ，またＣ交通においては５０㎏ｆ／㎝ とする。ただし，Ａ，Ｂ交通におい２ ２

２て施工区間の前後との高さ調整などの目的で版厚を薄くする場合には，設計基準曲げ強度を５０㎏ｆ／㎝

とすることができる。
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② 転圧コンクリート版の厚さ

， ，転圧コンクリート版の厚さは 交通量区分および転圧コンクリートの設計基準曲げ強度に応じた厚さとし

下表に示す値を標準とする。

表６－１３ 転圧コンクリート版の厚さ（単位：ｃｍ）

（ 転圧コンクリート舗装技術指針（案） ）H2.10 P.6

４） 目 地

転圧コンクリート版には，版の膨脹収縮，そりなどによる応力を軽減するために，目地を設置することを標準とす

る。目地部におけるスリップバー，タイバーなどは原則として用いないものとする。

なお，縦目地，横収縮目地および横膨脹目地の詳細については，転圧コンクリート舗装技術指針（案 （以下「指）

針（案 」という）Ｐ９～１２に準ずるものとする。）

４．転圧コンクリートに用いる材料

転圧コンクリート版を表層に用いる場合は，交通荷重や気象作用など，厳しい環境条件にさらされるので，転圧コ

ンクリートに用いる材料は工事着手前に十分な調査，試験を行って品質を確かめてから使用する。

また，工事中は常に品質の変動について留意し，所要の品質を満足していることを観察や試験によって確かめる。

なお，各材料（セメント，水，細骨材，粗骨材，混和材料等）については，指針（案）Ｐ１５～１９に準ずるもの

とする。

５．配合条件

１）配合強度

転圧コンクリートの配合設計の際に目標とする配合強度σｂｒは，転圧コンクリート版の設計において基準とした

， 。設計基準曲げ強度σｂｋに締固めの変動に対する割増し強度σｐを加えたものに 割増し係数ｐを乗じたものとする

なお，σｂｋにσｐを加えたものを配合基準強度σｂｐとする。

配合強度の算出方法等については，指針（案）Ｐ２１～２２に準ずるものとする。

２）ワーカビリチー

転圧コンクリートは，舗設方法に応じたワーカビリチーをもち，所要の平坦性，表面の均一性が得られるフィニッ

シャビリチーをもつものでなければならない。

， ，転圧コンクリートのコンシステンシーを評価する試験方法については マーシャル突固め試験方法を標準とするが

ランマ突固め試験方法，ＶＣ振動締固め試験方法を用いてもよい。

６．配合設計

配合設計は，室内で定めた配合を基にし，原則として実際に使用するプラントで試験練りを行い，その結果から室

内での配合を修正して示方配合を決定する。図６－２３に手順を示す。
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図６－２３ 配合設計の一般的手順の概要

（ 転圧コンクリート舗装技術指針（案） ）H2.10 P.7
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